
第３報からの変更箇所は下線部です。

１　概要
（１）火災の概要
　　令和７年１１月１８日（火）１７時４３分頃に大分市佐賀関で火災発生
２　被害状況
 (1)人的被害
　　安否不明者　　　　　１名
 (2)建物被害　　　　　　170棟以上延焼、現在も消火活動中。
 (3)ライフライン被害　　大分市佐賀関で約350戸が停電（4：00時点、九州電力HP）
 (4)その他被害　　　　　 なし

３　災害対応状況
　　１１月１８日　１８時２４分　　大分県災害対策連絡室設置
　　　　　　　　　２３時００分　　大分県災害対策本部へ移行
　　１１月１９日　　０時３０分　　自衛隊の災害派遣に向けた調整を開始
　　　　　　　　　　　　　　　　　（大分県知事から陸上自衛隊第４師団長へ電話連絡）
　　　　　　　　　　３時００分　　県災害対策本部において、災害救助法の適用を決定

４　避難者等の状況
      佐賀関市民センター内佐賀関公民館　 115世帯、175名（23：40時点）

５　地元消防機関等の対応
      １１月１８日　２２時４０分　大分市消防局から別府市消防本部及び臼杵市消防本部へ
　　　　　　　　　　　　　　　　消防相互応援協定に基づき、応援を要請
　　　　　　　　　２３時４０分　大分市消防局から佐伯市消防本部、津久見市消防本部、
　　　　　　　　　　　　　　　　豊後大野市消防本部、由布市消防本部へ消防相互応援協定に
　　　　　　　　　　　　　　　　基づき、応援を要請

※これは速報であり、数値等は今後変わることがあります。
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